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輸出業者に対する定期預金の受取利息にかかる源泉税率の軽減 – 新たな

実施細則
2015 年 12 月 28 日、インドネシア政府は、定期預金およびバンク・インドネシア短期証券の受取利息にかかる
第 4 条 2 項源泉税の軽減税率に関する政府規則 No.123/2015（GR 第 123 号）を公布し、インドネシアの銀行
に預けられた輸出収益（Devisa Hasil Ekspor/DHE）による定期預金の受取利息について、米ドル建て口座に
は 0～10%の軽減税率を、一方ルピア建て口座には 0～7.5%の軽減税率を適用することを公表しました。

これを受けて、財務大臣は GR 第 123 号の実施細則である財務大臣規則 No. 26/PMK.010/2016（PMK 第
26 号）を 2016 年 2 月 22 日に公布しました。

PMK 第 26 号では、輸出収益による最初の定期預金に対して源泉税の軽減税率が一度だけしか適用できない
という制限が設けられています。軽減税率の適用対象である定期預金の満期が到来した場合（定期預金のロ
ールオーバーも含む）、当該定期預金口座の名義人はそれ以降、軽減税率を享受することはできません。

また PMK 第 26 号では、軽減税率を享受するために以下の全ての要件を満たすことが規定されています。

1. 輸出収益はバンク・インドネシア規則で要求される輸出収益報告書を以って証明すること。

2. 預金は、輸出収益が入金される輸出業者の銀行口座から振り替えるものとし、輸出業者の銀行口座は輸出
収益の受領のみを目的とすること。

3. 定期預金は上記 2.の銀行口座を取り扱う銀行に預け入れること。

4. 輸出業者は少なくとも以下の資料を含む宣言書を添付すること。
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a) 輸出業者の身分証明証

b) 輸出収益情報（例えば、輸出額、入金時期、輸出申告（Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB）の番号及び日付）

c) 銀行口座への入金が輸出収益によるものであることの証明書

d) 現在の定期預金が別の定期預金の満期到来による資金の移動（ロールオーバーを含む）によるものでないことの証

明書

銀行は、第4条2項源泉税納税申告書に輸出収益報告書を添付しなければなりません。

適格と認められる定期預金がその満期到来前に解約され引き出された場合、または預金の一部または全部が輸出収益に

よって得られたものでない場合、通常の源泉税率である20%が適用されます。この場合、20%の源泉税率は預金の引き出し

時または利息の支払期限到来時に適用されます。

2015年度及び 2016年度を対象とした 資産再評価規則の改正

財務大臣は、2015年度及び2016年度の納税申告を対象とした固定資産再評価に関する規則No.191/PMK.010/

2015（PMK第191号）の2度目の改正に伴い、新たな規則No.29/PMK.03/2016（PMK第29号）を2016年2月23日に公布し

ました。

従来、PMK第191号では、資産再評価差額にかかる最終課税額は再評価の申請前に納付を済まさなければならないと規定

されていました。しかしながらPMK第29号の公布により、以下のいずれかの場合において、最終課税額の納付期限を2016

年12月31日まで延長することが認められます。

1. 最終課税額が少なくとも3兆ルピアである場合、または

2. 納税者が最終的な再評価報告書類（認定鑑定士または政府公認鑑定人が作成）を以下のいずれかのタイミングで提出

する場合:

a) 納税者の見積もりに基づく最初の再評価申請がPMK第29号の公布前に提出された場合、遅くとも2016年3月31

日、または

b) 再評価申請がPMK第29号の公布後に提出された場合、申請手続期間内

上記のいずれかに該当する場合、納税者は再評価申請の手続期間中または手続完了時に税金納付書を添付する必要は

ありません。税務署は必要事項が全て記載された申請書の受領から30日以内に承認を行います。

最終課税額の納付期限が延長されても、適格納税者が再評価申請を行った時点で適用される最終課税率に変更はありま

せん。ただし、納税者が 2016 年 12 月 31 日までに最終課税額を納付しない場合は、納税遅延に対する通常の延滞金が

2016 年 12 月 31 日から起算して納付日まで課せられます。

第22条所得税徴収規則の改正

財務大臣は、第22条所得税（PPh 22）徴収に関する規則No.154/PMK.03/2010（PMK第154号）の5度目の改正に伴い、新

たな規則No.16/PMK.010/2016（PMK第16号）を2016年2月3日に公布しました。PMK第16号は2015年8月8日に遡って適

用されます（これは、PMK第154号の4度目の改正で施行された規則No.107/PMK.010/2015（PMK第107号）の発効日に従

うため）。

PMK第16号にて規定される第22条所得税の徴収に係る改正点は以下のとおりです。

1. 林業・プランテーション業・農業・牧畜業・漁業における製造業者または輸出業者による原料の購入

当該行為は0.25%の第22条所得税の課税対象となる。PMK第16号では、「原料」は林業、プランテーション業、農業、

牧畜業または漁業から得られる未加工の原料と定義されている。従って、第22条所得税は加工済み原料の購入には

課せられない。
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2. 製造業社による金の延べ棒の販売

当該行為は0.45%の第22条所得税の課税対象となる。PMK第16号では、「製造業社」の定義に第三者を通じて金の延

べ棒を製造する企業も含められ、課税対象者の範囲が広がった。

3. インドネシア政府と鉱業協力協定 (Mining Cooperation Agreement)または作業契約(Contract of Work)を締結

していない輸出業者による石炭・金属鉱物・非金属鉱物の輸出

当該行為は税率1.5%の第22条所得税の課税対象となる。PMK第16号では、課税標準としての輸出額を本船渡し

（FOB）価格としている。従来、PMK第107号下の規定では輸出額は運賃・保険料込み（CIF）価格とされていた。

4. 国庫および食糧調達公社（BULOG）による穀物または米の購入

当該行為は従来、PMK 第 154 号下の規定で第 22 条所得税の課税が免除されていた。しかし、この規定は PMK 第

154 号の最初の改正規則により取り消された。その後、穀物および米の価格安定化を目的として、当該行為は PMK 第

16 号の規定により再度、第 22 条所得税の課税が免除されることとなった。この免除措置は自動的に適用され、国税総

局が発行する免税通知書は必要ない。
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上記の国際税務アップデートに関してご質問等ございましたら、PwC の御社担当者までお気軽にお問い合わせください。
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